
 

 

議  案  第  ６６  号  

 

 

新居浜市市民文化センター等の指定管理者の指定について  

 

新居浜市市民文化センター等の指定管理者を次のとおり指定する。  

 

平成２５年１２月３日提出  

 

新居浜市長  石  川  勝  行  

 

 

施設の名称  指定管理者となる団体  指定の期間  

新居浜市市民文化セン

ター  

新居浜市繁本町８番６５号  

財団法人新居浜市文化体育振興事業団  

理事長  渡  邉  易  雅  

平成 26年 4月 1日から  

平成31年3月31日まで  

新居浜市文化振興会館  

新居浜市銅山の里自然

の家  

新居浜市営サッカー場  

新居浜市営野球場  

新居浜市山根市民グラ

ウンド  

新居浜市市民テニスコ

ート  



 

 

新居浜市山根公園テニ

スコート  

  

新居浜市東雲市民プー

ル  

新居浜市山根公園屋内

プール  

新居浜市武徳殿  

新居浜市弓道場  

新居浜市重量挙練習場  

新居浜市市民体育館  

新居浜市山根総合体育

館  

新居浜市多喜浜体育館  

新居浜市東雲競技場  

 

提案理由  

新居浜市市民文化センター等新居浜市教育委員会が管理する体育・文化施設の指定管

理者を指定するため、地方自治法第２４４条の２第６項の規定により、本案を提出する。  



 

 

参照条文  

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）抜粋  

 

（公の施設の設置、管理及び廃止）  

第２４４条の２  （省  略）  

２  （省  略）  

３  普通地方公共団体は、公の施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があると

認めるときは、条例の定めるところにより、法人その他の団体であつて当該普通地方

公共団体が指定するもの（以下本条及び第２４４条の４において「指定管理者」とい

う。）に、当該公の施設の管理を行わせることができる。  

４  （省  略）  

５  指定管理者の指定は、期間を定めて行うものとする。  

６  普通地方公共団体は、指定管理者の指定をしようとするときは、あらかじめ、当該

普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。  

７～１１  （省  略）  


